
図面 1－1 

 

ゾーニング図（水源涵養機能維持増進森林） 

 
 

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅱの第 4 に定める公的機能別施業森林等の区域を示したものです。 

凡 例
市町村界
旧市町村界
林班界（⺠有林）
水源涵養機能維持増進森林
国有林（官行造林地含む）



図面 1－2 

 

ゾーニング図（山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林、土砂流出等注意森林） 

 
 

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅱの第 4 に定める公的機能別施業森林等の区域を示したものです。 

市町村界
旧市町村界
林班界（⺠有林）
山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林
土砂流失等注意森林（独自機能）
国有林（官行造林地含む）



図面 1－3 

 

ゾーニング図（快適環境形成機能維持増進森林、保健文化機能維持増進森林） 

 
 

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅱの第 4 に定める公的機能別施業森林等の区域を示したものです。 

凡 例
市町村界
旧市町村界
林班界（⺠有林）
快適環境形成機能維持増進森林
保健文化機能維持増進森林
国有林（官行造林地含む）



図面 1－4 

 

ゾーニング図（木材生産機能維持増進森林） 

 
  

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅱの第 4 に定める公的機能別施業森林等の区域を示したものです。 

凡 例
市町村界
旧市町村界
林班界（⺠有林）
木材生産機能維持増進森林
国有林（官行造林地含む）



図面 2 

 

施業の方法区分図 

 
 

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅱの第 4 に定める施業の方法の区域を示したものです。 

凡 例
市町村界
旧市町村界
林班界（⺠有林）
伐期の延⻑をすべき森林
⻑伐期施業を推進すべき森林
複層林施業を推進すべき森林（択伐によるものを除く）
択伐による複層林施業を推進すべき森林
国有林（官行造林地含む）



図面 3 

林産物の流通・加工施設等位置図 

森林の総合利用施設位置図 

 

 
 

○林産物の流通・加工施設等位置図は、計画書Ⅱの第８の３の表の位置を示したものです。 

○森林の総合利用施設位置図は、計画書Ⅴの４の表の位置を示したものです。 

凡 例

市町村界

旧市町村界

林班界（⺠有林）

林産物の流通・加⼯施設等

森林の総合利⽤施設



図面 4 

 

鳥獣害防止森林区域（ニホンジカ） 

 
 

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅲの第 1 の 1に定める鳥獣害防止森林区域を示したものです。 

凡 例
市町村界
旧市町村界
林班界（⺠有林）
鳥獣害防止森林区域
国有林（官行造林地含む）



図面 5 

 

森林法施行規則第 33条 1 号ロの規定に基づく区域（森林経営計画区域図） 

 
 

 
 

〇この図は、三次市森林整備計画Ⅴの１に定める区域を示したものです。 


